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◇上尾市民体育館条例の一部を改正する条例（平成２４年上尾市条例第２０号） 新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

上尾市民体育館条例の一部を改正する条例 

上尾市民体育館条例（昭和５４年上尾市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１号中「会議室」を「会議室兼スタジオ」に改める。 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（第１２条に規定する指定管理者をいう。

次条第１項、第５条第１項及び第３項、第７条並びに第８条において同じ。）は、

事情により、上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を得て休

館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

第４条第１項ただし書中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、「事情により」

の次に「、教育委員会の承認を得て」を加える。 

第５条第１項及び第３項並びに第７条（見出しを含む。）中「教育委員会」を「指

定管理者」に改める。 

第８条第１項中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「市」の

次に「又は指定管理者」を加える。 

第１２条を次のように改める。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 体育館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。 

第１６条中「必要な」を「体育館の管理に関し必要な」に改め、同条を第１８条

とする。 

第１５条を削る。 

第１４条の見出しを「（利用料金の返還）」に改め、同条本文を次のように改める。 

指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。 

第１４条ただし書中「還付する」を「返還する」に改め、同条第１号中「教育委

員会が」を削り、同条を第１７条とする。 

第１３条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長」を「指定

管理者」に改め、「ときは」の次に「、市長の承認を得て」を加え、「使用料」を「利

用料金」に改め、同条を第１６条とする。 

第１２条の次に次の３条を加える。 

上尾市民体育館条例の一部を改正する条例 

上尾市民体育館条例（昭和５４年上尾市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１号中「会議室」を「会議室兼スタジオ」に改める。 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（第１２条に規定する指定管理者をいう。

次条第１項、第５条第１項及び第３項、第７条並びに第８条において同じ。）は、

事情により、上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を得て休

館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

第４条第１項ただし書中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、「事情により」

の次に「、教育委員会の承認を得て」を加える。 

第５条第１項及び第３項並びに第７条（見出しを含む。）中「教育委員会」を「指

定管理者」に改める。 

第８条第１項中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「市」の

次に「又は指定管理者」を加える。 

第１２条を次のように改める。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 体育館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。 

第１６条中「必要な」を「体育館の管理に関し必要な」に改め、同条を第１８条

とする。 

第１５条を削る。 

第１４条の見出しを「（利用料金の返還）」に改め、同条本文を次のように改める。 

指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。 

第１４条ただし書中「還付する」を「返還する」に改め、同条第１号中「教育委

員会が」を削り、同条を第１７条とする。 

第１３条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長」を「指定

管理者」に改め、「ときは」の次に「、市長の承認を得て」を加え、「使用料」を「利

用料金」に改め、同条を第１６条とする。 

第１２条の次に次の３条を加える。   



 

 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 指定管理者が行う管理の業務は、体育館の利用に関する業務、第２条各

号に掲げる業務、体育館の施設等及び物品の維持管理に関する業務その他の体育

館の管理の業務とする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げる基準により、体育館の管理の業務を行わなけ

ればならない。 

(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則その他関係する法令、条例、

規則及び教育委員会規則の規定を遵守し、適正に体育館の運営を行うこと。 
(2) 体育館の施設等及び物品の維持管理を適切に行うこと。 
(3) 前条の管理の業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこ

と。 
（利用料金） 

第１５条 利用権利者は、第５条第１項の規定による利用の許可を受ける際に、そ

の利用に関し利用料金（地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用料金を

いう。以下同じ。）を指定管理者に納付しなければならない。 
２ 前項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、指定管理者の収入とす

る。 
３ 第１項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定

める。 
４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あら

かじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、

同様とする。 

 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 指定管理者が行う管理の業務は、体育館の利用に関する業務、第２条各

号に掲げる業務、体育館の施設等及び物品の維持管理に関する業務その他の体育

館の管理の業務とする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げる基準により、体育館の管理の業務を行わなけ

ればならない。 

(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則その他関係する法令、条例、

規則及び教育委員会規則の規定を遵守し、適正に体育館の運営を行うこと。 
(2) 体育館の施設等及び物品の維持管理を適切に行うこと。 
(3) 前条の管理の業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこ

と。 
（利用料金） 

第１５条 利用権利者は、第５条第１項の規定による利用の許可を受ける際に、そ

の利用に関し利用料金（地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用料金を

いう。以下同じ。）を指定管理者に納付しなければならない。 
２ 前項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、指定管理者の収入とす

る。 
３ 第１項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定

める。 
４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あら

かじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、

同様とする。 

 

別表中「（第１２条関係）」を「（第１５条関係）」に改め、同表１の表中「団

体貸切り使用料」を「団体利用の場合の利用料金」に改め、同表使用料の額の欄中

「使用料」を「利用料金」に改め、同表弓道場の項の次に次のように加える。 

会議室兼スタジオ 600 600 600 600 2,400 

別表１の表会議室の項を次のように改める。 

附属設備 市長が別に定める額 

別表１の表備考第４号中「及び会議室」を削り、「使用料」を「利用料金」に改

め、同表備考第６号及び第７号中「使用料」を「利用料金」に改め、別表２の表中

「個人使用料」を「個人利用の場合の利用料金」に改め、同表使用料の額の欄中「使 

別表中「（第１２条関係）」を「（第１５条関係）」に改め、同表１の表中「団

体貸切り使用料」を「団体利用の場合の利用料金」に改め、同表使用料の額の欄中

「使用料」を「利用料金」に改め、同表弓道場の項の次に次のように加える。 
会議室兼スタジオ 600 600 600 600 2,400 

別表１の表会議室の項を次のように改める。 
附属設備 市長が別に定める額 

別表１の表備考第４号中「及び会議室」を削り、「使用料」を「利用料金」に改

め、同表備考第６号及び第７号中「使用料」を「利用料金」に改め、同表備考に次

の１号を加える。  



 

 

 

用料」を「利用料金」に改め、同表アリーナ、卓球室、体力相談室兼トレーニング

室、柔道場及び剣道場の項中「アリーナ、卓球室、体力相談室兼トレーニング室、

柔道場及び剣道場」を「アリーナ、卓球室、柔道場及び剣道場」に改め、同項の次

に次のように加える。 

体力相談室兼トレー

ニング室 

一般・学生 250 250 250 250 

別表２の表に次のように加える。 

附属設備 市長が別に定める額 

別表２の表備考中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、同表備考第

５号中「使用料」を「利用料金」に改め、同号を同表備考第３号とし、同表備考

中第６号を第４号とし、第７号を第５号とする。 

 

１０ 準備作業その他の特別の事由があり、かつ、体育館の管理上支障がないと

指定管理者が認めて１時間を単位に許可した場合における利用料金の額は、超

過する利用時間１時間当たり、この表に掲げる利用区分／利用単位の区分（会

議室スタジオ及び庭球場の区分を除く。）に応じ、それぞれ同表の午前の欄に

掲げる利用料金の額（第６号又は第７号の規定が適用される場合にあっては、

それらの規定を適用した額）の３分の１に相当する額（その額に１００円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

別表２の表中「個人使用料」を「個人利用の場合の利用料金」に改め、同表使用

料の額の欄中「使用料」を「利用料金」に改め、同表アリーナ、卓球室、体力相談

室兼トレーニング室、柔道場及び剣道場の項中「アリーナ、卓球室、体力相談室兼

トレーニング室、柔道場及び剣道場」を「アリーナ、卓球室、柔道場及び剣道場」

に改め、同項の次に次のように加える。 

体力相談室兼トレー

ニング室 
一般・学生 １回につき250 

別表２の表に次のように加える。 

附属設備 市長が別に定める額 

別表２の表備考中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、同表備考第５

号中「使用料」を「利用料金」に改め、同号を同表備考第３号とし、同表備考中第

６号を第４号とし、第７号を第５号とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の上尾市民体育館

条例の規定により上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）がした利用

の許可その他の処分（施行日以後の利用に係るものに限る。）又は教育委員会に

対してなされた申請その他の行為（施行日以後に指定管理者が行うこととなる業

務に係るものに限る。）は、施行日以後における改正後の上尾市民体育館条例（以

下「新条例」という。）の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指

定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた

申請その他の行為とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の上尾市民体育館

条例の規定により上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）がした利用

の許可その他の処分（施行日以後の利用に係るものに限る。）又は教育委員会に

対してなされた申請その他の行為（施行日以後に指定管理者が行うこととなる業

務に係るものに限る。）は、施行日以後における改正後の上尾市民体育館条例（以

下「新条例」という。）の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指

定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた

申請その他の行為とみなす。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 白紙 】 

 



 

議案第５７号資料 10 

◇上尾市民体育館条例（昭和５４年上尾市条例第２２号） 新旧対照表 

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正前前    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

（設置） 

第１条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、上

尾市民体育館（以下「体育館」という。）を上尾市向山四丁目３番地１０に

設置する。 

（設置） 

第１条 ≪同左≫ 

（設置） 

第１条 ≪同左≫ 

（業務） 

第２条 体育館は、次に掲げる業務を行う。 

(1) アリーナ、卓球室、体力相談室兼トレーニング室、柔道場、剣道場、

弓道場、庭球場及び会議室並びに附属設備（以下「施設等」という。）の

利用に関すること。 

(2) その他体育館の設置の目的を達成するために必要な事業に関するこ

と。 

（業務） 

第２条 体育館は、次に掲げる業務を行う。 

(1) アリーナ、卓球室、体力相談室兼トレーニング室、柔道場、剣道場、

弓道場、庭球場及び会議室兼スタジオ並びに附属設備（以下「施設等」

という。）の利用に関すること。 

(2) その他体育館の設置の目的を達成するために必要な事業に関するこ

と。 

（業務） 

第２条 ≪同左≫ 

（休館日） 

第３条 体育館の休館日は、１２月３１日から翌年の１月２日までの日とす

る。 

２ 上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、特別の事情がある

ときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めること

ができる。 

（休館日） 

第３条 体育館の休館日は、１２月３１日から翌年の１月２日までの日とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（第１２条に規定する指定管理者

をいう。次条第１項、第５条第１項及び第３項、第７条並びに第８条にお

いて同じ。）は、事情により、上尾市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）の承認を得て休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることが

できる。 

（休館日） 

第３条 ≪同左≫ 

（利用時間） 

第４条 体育館の施設等を利用することができる時間は、次の各号に掲げる

施設等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、教育委員

会は、事情によりこれを変更することができる。 

(1) 施設等のうち、庭球場以外のもの 午前９時から午後９時まで 

(2) 庭球場 午前９時から午後７時（日没の時刻が、午後７時前であると

きは、当該日没の時刻）まで 

２ 庭球場を引き続いて利用することができる時間は、競技大会、講習会そ

の他これらに類する事業に利用する場合を除き、３時間とする。 

（利用時間） 

第４条 体育館の施設等を利用することができる時間は、次の各号に掲げる

施設等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、指定管理

者は、事情により、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。 

(1) 施設等のうち、庭球場以外のもの 午前９時から午後９時まで 

(2) 庭球場 午前９時から午後７時（日没の時刻が、午後７時前であると

きは、当該日没の時刻）まで 

２ 庭球場を引き続いて利用することができる時間は、競技大会、講習会そ

の他これらに類する事業に利用する場合を除き、３時間とする。 

（利用時間） 

第４条 ≪同左≫ 

（利用の許可） 

第５条 体育館の施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受け

なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とす

る。 

２ 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場

合は、これをしてはならない。 

(1) 体育館の管理上支障があると認められるとき。 

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

(3) その他体育館の設置の目的に反すると認められるとき。 

３ 教育委員会は、第１項の許可をする場合において、必要があるときは、

当該許可に係る利用について条件を付することができる。 

（利用の許可） 

第５条 体育館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受け

なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とす

る。 

２ 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場

合は、これをしてはならない。 

(1) 体育館の管理上支障があると認められるとき。 

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

(3) その他体育館の設置の目的に反すると認められるとき。 

３ 指定管理者は、第１項の許可をする場合において、必要があるときは、

当該許可に係る利用について条件を付することができる。 

（利用の許可） 

第５条 ≪同左≫ 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第６条 前条第１項の許可を受けた者（以下「利用権利者」という。）は、そ

の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第６条 ≪同左≫ 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第６条 ≪同左≫ 



 

11 議案第５７号資料 

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正前前    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

（遵守事項及び教育委員会の指示） 

第７条 教育委員会は、体育館の利用者の遵守事項を定め、及び体育館の管

理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をするこ

とができる。 

（遵守事項及び指定管理者の指示） 

第７条 指定管理者は、体育館の利用者の遵守事項を定め、及び体育館の管

理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をするこ

とができる。 

（遵守事項及び指定管理者の指示） 

第７条 ≪同左≫ 

（利用の条件の変更、停止及び許可の取消し） 

第８条 教育委員会は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、

又は体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を

変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) 第５条第３項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しく

は指示に違反したとき。 

(2) 第６条の規定に違反したとき。 

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。 

２ 市は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項

の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責

めを負わない。 

（利用の条件の変更、停止及び許可の取消し） 

第８条 指定管理者は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、

又は体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を

変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) 第５条第３項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しく

は指示に違反したとき。 

(2) 第６条の規定に違反したとき。 

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。 

２ 市又は指定管理者は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理

由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、

その補償の責めを負わない。 

（利用の条件の変更、停止及び許可の取消し） 

第８条 ≪同左≫ 

（原状回復） 

第９条 利用権利者は、その利用を終わったときは、速やかに当該利用に係

る施設等を原状に復しなければならない。前条第 1 項の規定により、利用

の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。 

（原状回復） 

第９条 ≪同左≫ 

（原状回復） 

第９条 ≪同左≫ 

（損害賠償） 

第１０条 体育館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用

中又は観覧中に体育館の施設若しくは設備を損傷し、又は体育館の物品を

亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償し

なければならない。 

（損害賠償） 

第１０条 ≪同左≫ 

（損害賠償） 

第１０条 ≪同左≫ 

（入館の禁止等） 

第１１条 教育委員会は、体育館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあ

る者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。 

（入館の禁止等） 

第１１条 ≪同左≫ 

（入館の禁止等） 

第１１条 ≪同左≫ 

（使用料） 

第１２条 利用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなけ

ればならない。 

２ 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料については、教育委員会規

則で定める。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 体育館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 ≪同左≫ 

 （指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 指定管理者が行う管理の業務は、体育館の利用に関する業務、第

２条各号に掲げる業務、体育館の施設等及び物品の維持管理に関する業務

その他の体育館の管理の業務とする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 ≪同左≫ 

 （指定管理者が行う管理の基準） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げる基準により、体育館の管理の業務を行

わなければならない。 

(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則その他関係する法令、

条例、規則及び教育委員会規則の規定を遵守し、適正に体育館の運営を

行うこと。 

(2) 体育館の施設等及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

(3) 前条の管理の業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り

扱うこと。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１４条 ≪同左≫ 



 

議案第５７号資料 12 

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正前前    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

 （利用料金） 

第１５条 利用権利者は、第５条第１項の規定による利用の許可を受ける際

に、その利用に関し利用料金（地方自治法第２４４条の２第８項に規定す

る利用料金をいう。以下同じ。）を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、指定管理者の収

入とする。 

３ 第１項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理

者が定める。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするとき

は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しよう

とするときも、同様とする。 

（利用料金） 

第１５条 ≪同左≫ 

（使用料の減免） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、前条第１項の使用料を減額

し、又は免除することができる。 

（利用料金の減免） 

第１６条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、

前条第１項の利用料金を減額し、又は免除することができる。 

（利用料金の減免） 

第１６条 ≪同左≫ 

（使用料の還付） 

第１４条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、その全部又は一部を還付する。 

(1) 体育館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り

消したとき。 

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、体育館の施設

等を利用できないとき。 

（利用料金の還付） 

第１７条 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還する。 

(1) 体育館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り

消したとき。 

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、体育館の施設

等を利用できないとき。 

（利用料金の還付） 

第１７条 ≪同左≫ 

（職員） 

第１５条 体育館に館長その他必要な職員を置く。 

（職員） 

第１５条 体育館に館長その他必要な職員を置く。 

 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で

定める。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、

教育委員会規則で定める。 

（委任） 

第１８条 ≪同左≫ 

 



 

13 議案第５７号資料 

 

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正前前    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

 

別表（第１２条関係） 

１ 団体貸切り使用料 

利用区分／利用単位 
使用料の額 

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

ア
リ
ー
ナ 

アマチュアスポー

ツ及びレクリエー

ションに利用する

場合 

一般・学生 4,300 4,300 4,300 7,000 19,900 
児童・生徒 2,200 2,200 2,200 3,500 10,100 

その他の場合 平日 8,600 8,600 8,600 14,000 39,800 
土曜日・ 

日曜日・休日 

12,900 12,900 12,900 21,000 59,700 

卓球室 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

体力相談室兼トレーニン

グ室 

一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

柔道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

剣道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

弓道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

庭球場（１面につき） 一般・学生 １時間につき４００ 

児童・生徒 １時間につき２００ 

会議室 １時間につき２００ 

 

備考 

１ 午前とは午前 9時から正午までを、午後 1とは正午から午後 3時までを、午後 2とは午後 3時から午後

6時までを、夜間とは午後 6時から午後 9時までを、全日とは午前 9時から午後 9時までをいう。 

２ 平日とは、月曜日から金曜日まで（次号に規定する日を除く。）をいう。 

３ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日をいう。 

４ アリーナ及び会議室の 2 分の 1 を利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額に 50 パーセントを乗

じて得た額（当該額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額）とする。 

５ 児童・生徒とは、中学生以下の者が利用する場合又は中学生以下の者を主たる対象として利用する場合

をいい、一般・学生とは、それ以外の者が利用する場合をいう。 

６ 主として市民（市内に住所を有する者及び市内に在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。）以外の

者が構成する団体が利用する場合の使用料は、この表に定める施設等の使用料の額（第４号の規定が適用

される場合にあっては、当該規定を適用した額）に２００パーセントを乗じて得た額とする。 

７ 利用者が入場料(名称のいかんを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する

ときの使用料は、この表に定める施設等の使用料の額（前号の規定が適用される場合にあっては、当該規

定を適用した額）に入場者１人１回について徴収する最高の入場料に１００を乗じて得た額を加えた額と

する。 

８ 特別の設備をした場合は、その実費相当額を徴収する。 

９ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 

 

別表（第１５条関係） 

１ 団体利用の場合の利用料金 

利用区分／利用単位 
利用料金の額 

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

ア
リ
ー
ナ 

アマチュアスポー

ツ及びレクリエー

ションに利用する

場合 

一般・学生 4,300 4,300 4,300 7,000 19,900 
児童・生徒 2,200 2,200 2,200 3,500 10,100 

その他の場合 平日 8,600 8,600 8,600 14,000 39,800 
土曜日・ 

日曜日・休日 

12,900 12,900 12,900 21,000 59,700 

卓球室 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

体力相談室兼トレーニン

グ室 

一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

柔道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

剣道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

弓道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

会議室兼スタジオ 600 600 600 600 2,400 
庭球場（１面につき） 一般・学生 １時間につき４００ 

児童・生徒 １時間につき２００ 

附属設備 市長が別に定める額 

備考 

１ 午前とは午前 9時から正午までを、午後 1とは正午から午後 3時までを、午後 2とは午後 3時から午後

6時までを、夜間とは午後 6時から午後 9時までを、全日とは午前 9時から午後 9時までをいう。 

２ 平日とは、月曜日から金曜日まで（次号に規定する日を除く。）をいう。 

３ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日をいう。 

４ アリーナ及び会議室の 2 分の 1 を利用する場合の利用料金は、当該使用料の額に 50 パーセントを乗じ

て得た額（当該額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額）とする。 

５ 児童・生徒とは、中学生以下の者が利用する場合又は中学生以下の者を主たる対象として利用する場合

をいい、一般・学生とは、それ以外の者が利用する場合をいう。 

６ 主として市民（市内に住所を有する者及び市内に在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。）以外の

者が構成する団体が利用する場合の利用料金は、当該施設等の利用料金の額（第４号の規定が適用される

場合にあっては、当該規定を適用した額）に２００パーセントを乗じて得た額とする。 

７ 利用者が入場料(名称のいかんを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する

ときの利用料金は、当該施設等の利用料金の額（前号の規定が適用される場合にあっては、当該規定を適

用した額）に入場者１人１回について徴収する最高の入場料に１００を乗じて得た額を加えた額とする。 

８ 特別の設備をした場合は、その実費相当額を徴収する。 

９ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 

 

別表（第１５条関係） 

１ 団体利用の場合の利用料金 

利用区分／利用単位 
利用料金の額 

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

ア
リ
ー
ナ 

アマチュアスポー

ツ及びレクリエー

ションに利用する

場合 

一般・学生 4,300 4,300 4,300 7,000 19,900 
児童・生徒 2,200 2,200 2,200 3,500 10,100 

その他の場合 平日 8,600 8,600 8,600 14,000 39,800 
土曜日・ 

日曜日・休日 

12,900 12,900 12,900 21,000 59,700 

卓球室 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

体力相談室兼トレーニン

グ室 

一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

柔道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

剣道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

弓道場 一般・学生 1,400 1,400 1,400 2,500 6,700 
児童・生徒 700 700 700 1,300 3,400 

会議室兼スタジオ 600 600 600 600 2,400 
庭球場（１面につき） 一般・学生 １時間につき４００ 

児童・生徒 １時間につき２００ 

附属設備 市長が別に定める額 

備考 

１ 午前とは午前 9時から正午までを、午後 1とは正午から午後 3時までを、午後 2とは午後 3時から午後

6時までを、夜間とは午後 6時から午後 9時までを、全日とは午前 9時から午後 9時までをいう。 

２ 平日とは、月曜日から金曜日まで（次号に規定する日を除く。）をいう。 

３ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日をいう。 

４ アリーナの 2分の 1を利用する場合の利用料金は、当該使用料の額に 50パーセントを乗じて得た額（当

該額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額）とする。 

５ 児童・生徒とは、中学生以下の者が利用する場合又は中学生以下の者を主たる対象として利用する場合

をいい、一般・学生とは、それ以外の者が利用する場合をいう。 

６ 主として市民（市内に住所を有する者及び市内に在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。）以外の

者が構成する団体が利用する場合の利用料金は、当該施設等の利用料金の額（第４号の規定が適用される

場合にあっては、当該規定を適用した額）に２００パーセントを乗じて得た額とする。 

７ 利用者が入場料(名称のいかんを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する

ときの利用料金は、当該施設等の利用料金の額（前号の規定が適用される場合にあっては、当該規定を適

用した額）に入場者１人１回について徴収する最高の入場料に１００を乗じて得た額を加えた額とする。 

８ 特別の設備をした場合は、その実費相当額を徴収する。 

９ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 

１０ 準備作業その他の特別の事由があり、かつ、体育館の管理上支障がないと指定管理者が認めて１時

間を単位に許可した場合における利用料金の額は、超過する利用時間１時間当たり、この表に掲げる利

用区分／利用単位の区分（会議室スタジオ及び庭球場の区分を除く。）に応じ、それぞれ同表の午前の

欄に掲げる利用料金の額（第６号又は第７号の規定が適用される場合にあっては、それらの規定を適用

した額）の３分の１に相当する額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 
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上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正前前    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例（（平平成成２２４４年年上上尾尾市市条条例例第第２２００号号））  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

上上尾尾市市民民体体育育館館条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例  
改改正正後後    （（      改改正正部部分分））  

 

２ 個人使用料 

利用区分／利用単位 
使用料の額 

午前 午後１ 午後２ 夜間 

アリーナ、卓球室、体力相談室兼トレーニング

室、柔道場及び剣道場 

一般・学生 100 100 100 100 
児童・生徒 50 50 50 50 

弓道場 一般・学生 200 200 200 200 
児童・生徒 100 100 100 100 

庭球場（１面につき） 一般・学生 １時間につき４００ 

児童・生徒 １時間につき２００ 

 
 

備考 

１ 午前とは午前９時から正午までを、午後１とは正午から午後３時までを、午後２とは午後３時から午後

６時までを、夜間とは午後６時から午後９時までを、全日とは午前９時から午後９時までをいう。 

２ 平日とは、月曜日から金曜日まで（次号に規定する日を除く。）をいう。 

３ 休日とは、国民の祝日に関する法律第 3条に規定する休日をいう。 

４ 児童・生徒とは、中学生以下の者をいい、一般・学生とは、それ以外の者をいう。 

５ 庭球場を、市民以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める施設等の使用料の額に 200パーセ

ントを乗じて得た額とする。 

６ 特別の設備をした場合は、その実費相当額を徴収する。 

７ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 

 

２ 個人利用の場合の利用料金 

利用区分／利用単位 
利用料金の額 

午前 午後１ 午後２ 夜間 

アリーナ、卓球室、柔道場及び剣道場 一般・学生 100 100 100 100 
児童・生徒 50 50 50 50 

体力相談室兼トレーニング室 一般・学生 250 250 250 250 
弓道場 一般・学生 200 200 200 200 

児童・生徒 100 100 100 100 
庭球場（１面につき） 一般・学生 １時間につき４００ 

児童・生徒 １時間につき２００ 

附属設備 市長が別に定める額 
備考 

１ 午前とは午前９時から正午までを、午後１とは正午から午後３時までを、午後２とは午後３時から午後

６時までを、夜間とは午後６時から午後９時までを、全日とは午前９時から午後９時までをいう。 

２ 平日とは、月曜日から金曜日まで（次号に規定する日を除く。）をいう。 

３ 休日とは、国民の祝日に関する法律第 3条に規定する休日をいう。 

２ 児童・生徒とは、中学生以下の者をいい、一般・学生とは、それ以外の者をいう。 

３ 庭球場を、市民以外の者が利用する場合の利用料金は、当該施設等の利用料金の額に 200パーセントを

乗じて得た額とする。 

４ 特別の設備をした場合は、その実費相当額を徴収する。 

５ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 

 

２ 個人利用の場合の利用料金 

利用区分／利用単位 
利用料金の額 

午前 午後１ 午後２ 夜間 

アリーナ、卓球室、柔道場及び剣道場 一般・学生 100 100 100 100 
児童・生徒 50 50 50 50 

体力相談室兼トレーニング室 一般・学生 1回につき250 
弓道場 一般・学生 200 200 200 200 

児童・生徒 100 100 100 100 
庭球場（１面につき） 一般・学生 １時間につき４００ 

児童・生徒 １時間につき２００ 

附属設備 市長が別に定める額 
備考 

１ 午前とは午前９時から正午までを、午後１とは正午から午後３時までを、午後２とは午後３時から午後

６時までを、夜間とは午後６時から午後９時までを、全日とは午前９時から午後９時までをいう。 

 

 

２ 児童・生徒とは、中学生以下の者をいい、一般・学生とは、それ以外の者をいう。 

３ 庭球場を、市民以外の者が利用する場合の利用料金は、当該施設等の利用料金の額に 200パーセントを

乗じて得た額とする。 

４ 特別の設備をした場合は、その実費相当額を徴収する。 

５ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 


